
 
 
 
 
 
 

 

 平成 22 年 9 月 7 日（火）19
ふれあいプラザ３階会議室にて

上野南部の住民自治協議会に対して

織のあり方の見直しについて」の

が開催されました。市長の挨拶に続いて昨年

末から検討委員会等にて検討されてきた内

容が説明され、最後に質疑応答が活発にされ

ました。ただこの日に説明された内容は最終

のものではなく、各地域を順に説明会を重ね

て、その結果修正すべきものは修正

のことでした。説明された主な内容は次の通

りです。 

◎自治会と住民自治協議会の役割の明確化

  自治会の役割  

    最も身近な自治組織で、地域にとってなくてはならない重要な組織

    住民自治協議会の中心的存在

  住民自治協議会の役割 

    自治基本条例で定められた公共的団体

    自治会よりも大きな単位のまちづくり

◎地域の行政窓口について

  平成２３年度から地域の行政

  合等には自治会が窓口となります。

    ・ひとつの自治会の区域内のみを対象とする業務

    ・緊急時、災害発生時の情報収集及び伝達に関する業務

19 時 30 分より

ふれあいプラザ３階会議室にて上野西部と

上野南部の住民自治協議会に対して「自治組

織のあり方の見直しについて」の市の説明会

。市長の挨拶に続いて昨年

末から検討委員会等にて検討されてきた内

容が説明され、最後に質疑応答が活発にされ

された内容は最終

各地域を順に説明会を重ね

て、その結果修正すべきものは修正されると

説明された主な内容は次の通

自治会と住民自治協議会の役割の明確化について 

最も身近な自治組織で、地域にとってなくてはならない重要な組織

住民自治協議会の中心的存在 

自治基本条例で定められた公共的団体 

自治会よりも大きな単位のまちづくり 

について（窓口の１本化） 

平成２３年度から地域の行政への窓口は住民自治協議会に１本化されます

には自治会が窓口となります。 

ひとつの自治会の区域内のみを対象とする業務 

緊急時、災害発生時の情報収集及び伝達に関する業務 

最も身近な自治組織で、地域にとってなくてはならない重要な組織 

に１本化されます。但し次の場 



 

◎窓口の１本化により住民自治協議会が行うことになる業務について

  住民自治協議会が必ず行う業務として市内の全ての地域で行う必要があり、行

  政が行うよりも「効率的」「効果的」な業務が考えられています。

  て行う業務も出てきます。

  （必ず行う業務の例）

             

             

 

◎窓口の１本化後の地域予算制度について

  これまで市から住民自治協議会と自治会にそれぞれ交付金等が出ていましたが

  １本化後はまとめて住民自治協議会に地域包括交付金として支出されます。

 

   地域包括交付金について

    ・自治振興費（一部を除く）の中から地域へ支出していた補助金や委託料

     を包括し、交付金として住民自治協議会へ支出されます。

    ・交付金の使い道や事業の優先順位について、地域で協議する必要があり

     ます。 

 

  将来的には２次見直し

  は地域包括交付金に含められていきます。

                          

 今月も第１土曜日９月４日に

れました。10 月も第 1 土曜日です。

 
 ７月２６日、伊賀市文化会館にて開催されました上老連総会にて

（上野紺屋町）・石黒恭二様（上野幸坂町）が市長表彰を受けられました。おめでとうご

ざいます。 

◎窓口の１本化により住民自治協議会が行うことになる業務について

住民自治協議会が必ず行う業務として市内の全ての地域で行う必要があり、行

政が行うよりも「効率的」「効果的」な業務が考えられています。

て行う業務も出てきます。 

例） 委員等の推薦・選任   事業及び活動協力

             啓発          配布・回覧・周知

             調査報告        募金 

◎窓口の１本化後の地域予算制度について 

これまで市から住民自治協議会と自治会にそれぞれ交付金等が出ていましたが

１本化後はまとめて住民自治協議会に地域包括交付金として支出されます。

ついて 

自治振興費（一部を除く）の中から地域へ支出していた補助金や委託料

を包括し、交付金として住民自治協議会へ支出されます。

・交付金の使い道や事業の優先順位について、地域で協議する必要があり

２次見直しを行い、更に行政の業務が整理され、地域で行えるもの

は地域包括交付金に含められていきます。 

                             説明会資料より

今月も第１土曜日９月４日に実施さ

土曜日です。 

伊賀市文化会館にて開催されました上老連総会にて西部地区の中川正雄様

（上野紺屋町）・石黒恭二様（上野幸坂町）が市長表彰を受けられました。おめでとうご

 ９月９日（木）13
拝所にて行われました。

◎窓口の１本化により住民自治協議会が行うことになる業務について 

住民自治協議会が必ず行う業務として市内の全ての地域で行う必要があり、行 

政が行うよりも「効率的」「効果的」な業務が考えられています。その他選択し 

事業及び活動協力 

配布・回覧・周知 

これまで市から住民自治協議会と自治会にそれぞれ交付金等が出ていましたが 

１本化後はまとめて住民自治協議会に地域包括交付金として支出されます。 

自治振興費（一部を除く）の中から地域へ支出していた補助金や委託料 

を包括し、交付金として住民自治協議会へ支出されます。 

・交付金の使い道や事業の優先順位について、地域で協議する必要があり 

行政の業務が整理され、地域で行えるもの 

説明会資料より 

西部地区の中川正雄様

（上野紺屋町）・石黒恭二様（上野幸坂町）が市長表彰を受けられました。おめでとうご

13 時から菅原神社仮

拝所にて行われました。 




